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都心農業 －屋上緑化の新たな流れ－ 

 

S＆E 総合研究所 

仲 川 愛 理 

はじめに  

 近年都市部を中心に深刻化するヒートアイランド現象の対策のひとつとして、建物の屋

上に植物を植えて緑化する『屋上緑化』への取り組みが広まっています。特に東京都が自

治体として初めて条例で屋上緑化を義務付けた 2001 年以降、屋上緑化の普及が急速に進み

つつあります。 

さらに、地球温暖化への関心の高まりを背景に、単なる義務としての屋上緑化ではなく、

さらに一歩進めて企業イメージの向上や施設の集客効果の手段として屋上緑化を積極的に

位置づけようという動きも見られます。 

本稿では、まず前半で屋上緑化の概要や普及の現状等について概観したうえで、後半で

そうした屋上緑化の新しい流れについて、いくつかの事例をご紹介します。 

 

１． 屋上緑化について 

１－１．屋上緑化とは 

一般に屋上緑化とは、「都市景観の向上、ヒートアイランド現象の防止、生態系の確保、

大気汚染の浄化、省エネルギーなどの効果を期待して、ビルの屋上に植物を植えること」（出

典：大辞林）と認識されています（図 1 参照）。 

ヒートアイランド現象等、都市部特有の環境問題の顕在化につれて、これらの問題を緩

和させる手段である緑化の促進が必要とされていますが、土地に余裕のない都市部に残さ

れた緑化のための空間として、屋上が注目されているのです。 
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１－２．屋上緑化の効果 

屋上緑化に期待される効果は、概ね次のよう整理することができます。 

（１）都市環境改善効果 

①ヒートアイランド対策 

屋上表面における温度上昇を抑制し、建物からの排熱を低下させることでヒートア

イランド現象を緩和させます。 

国土交通省が屋上緑化のモデル施設として整備する同省庁舎屋上庭園で、2001 年

に実施した断熱効果の測定結果では、夏季における緑化していない屋上タイル表面

（図 2 A 点）の温度は、日中に 60 度近くまで上昇し、一方で緑化した植栽基盤下面

（図 2 B 点）は終日約 28 度、芝生表面（図 2 C 点）は日中で約 38 度であることが

確認されています。また、2003 年の東京都の調査1でも、緑化を施した屋上表面は、

緑化していない屋上表面の日中温度が約 55 度であったのに対して、約 25 度低い、

約 30 度を示したという結果が報告されています。 

 2001 7 12  

 

 

②二酸化炭素の吸収 

③景観の向上 

コンクリートや鉄などの人工構造物がもたらす景観の無粋さを和らげます。さらに、

緑化がもたらす美しさや季節感により、人々に豊かさや安らぎをもたらします。 

④都市の自然性の向上 

   植生を作りだすことで、鳥や昆虫等の生き物の生息地を生み出し、都市化により分

断された生態系の回復を図ります。 

 

 

 

                                                   
1 屋上緑化のヒートアイランド緩和効果調査 /2003 年 8 月～10 月（東京都） 
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（２）建物の経済効果 

①建築物の保護 

緑化により、屋上の温度変化を低減することで、建物の膨張・収縮による劣化を防

止し、建物の資産価値を維持します。また、酸性雨や紫外線から保護することで、

防水層等の劣化の防止も期待できます。 

  ②省エネルギー効果 

屋上における緑化用植栽基盤と植物による太陽熱エネルギーの遮断により、ビル空

調費の省エネルギー化が図れ、冷暖房効率の向上が期待されます。 

③イメージアップ、宣伝、集客効果 

建物の所有者、事業者の環境問題への取り組み姿勢が評価され、イメージアップが

図れます。また、ビルに潤いを与えることで、集客施設においては宣伝効果及び、

集客効果が期待できます。 

④空間の有効活用 

集客施設においては、訪れる人の憩いのスペースや子供の遊び場としても活用でき

るなど、使用していない空間を有効活用することができます。 

 

（３）人の心理と肉体に及ぼす効果 

日常的な緑とのふれあいでストレスを解消するなど、癒しやリフレッシュ効果がある

とされています。また、緑を見ることは目の疲れを緩和させます。 

 

２．屋上緑化をめぐる動き 

２－１．屋上緑化の動向 

近年、屋上緑化は都市部を中心に着実に広がりつつあります。国土交通省が全国のゼネ

コンや造園建設業者など約 340 社を対象に行った調査2（以下「国交省調査」という）によ

ると、2000～2006 年の屋上緑化の施工面積の累計は、1,600,183 ㎡と、2000 年の 135,222

㎡の約 11 倍に拡大しています（図 3-1 参照）。2006 年単年でみると、年間施工面積は 2000

年の 135,222 ㎡と比較して約 2 倍の 255,136 ㎡に急増しています（図 3-2 参照）。 

また、地域別にみると、三大都市圏を中心に施工面積が多くなっています。7 年間の合計

施工面積を都道府県別にみると、東京が全体の約 4 割弱（554,170 ㎡）と最も大きく、以下

神奈川県、愛知県、大阪府の順で続きます。（図 4 参照）。 

用途別にみると、住宅が２割以上で一番多く、教育・文化施設などの公共的施設がそれ

に続いています。近年は、商業施設の伸びが顕著で、2005 年、2006 年では、住宅に次ぐ面

積となっています（図 5 参照）。 

                                                   
2 ：【調査期間】2006 年 12 月～2007 年１月末/ 【調査対象物件】2000 年 1 月 1 日～2006 年

12 月 31 日に竣工した屋上緑化空間、壁面緑化空間/＜国土交通省 都市・地域整備局公園緑地課／2007 年 7 月発表＞ 
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２－２．屋上緑化の手法とその現状 

（１）緑化内容の現状と問題点 

屋上緑化には様々なタイプがありますが、草本類を中心とする「平面緑化」と樹木類

を利用する「立体緑化」に大別されます。その代表的な植栽の内容として下記が挙げら

れます。 

  

 

立体的な緑化は、平面緑化と比較して必要とされる土の量など耐荷重を必要とするた

め、既存の建築物に施工することは困難な場合が多いという現状があります。そのため、

比較的荷重が軽く、メンテナンスの負担が尐ないセダムや芝を植えるケースが多いよう

です。 

 HP  2000 2006  
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国交省調査では、2000 年から 2006 年の 7 年間の累計で、芝生主体の植栽とセダム主

体の植栽が施工面積の約半分を占めています。ただし、セダムの多くは温度低下効果が

低いため、屋上緑化の目的を環境対策とする場合は不向きの植物という点には、留意す

る必要があります。 

    

 

（２）立入り想定の有無 

 国交省調査によると、件数で約半数、面積においても約半分が立入り利用の想定をし

ています（図 8 参照）。これは、人の目に触れ、利用されることを前提にされていること

を意味し、屋上緑化の目的に、自然環境の再生のみならず、それによって屋上を利用す

る人にとって快適な空間にすることに重きを置いている建築物が多いと考えられます。 
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２－３．普及促進に向けた国や自治体の取り組み 

都市部の自治体を中心に、屋上緑化の普及を促すさまざまな施策が展開していますが、

大別すると条例等で屋上緑化を義務付ける「義務化による普及促進」と、緑化費用の助成

や固定資産税の軽減など「誘導による普及促進」のふたつの方向があります。 

例えば、東京都では、2001 年に国内初の「屋上緑化」の条例を制定し、敶地面積 1,000m2

以上の民間施設（公共施設は 250m2 以上）について、新築や増築等の場合には一定基準以

上の緑化を義務づける条例を定めました。これにより、2015 年度までに 1200 へクタール

を緑化するという目標を立てています。大阪府でも大規模再開発地域の緑化が義務付けら

れたように、緑化義務は東京都以外の都市部にも広がっています。 

一方、屋上緑化の助成を目的とした条例を制定する自治体も増加しています。福岡市で

は、2002 年度より敶地面積 500 ㎡を超える民有地で 20％以上の緑化をした場合、100 万円

を上限に費用の半分を負担する、といった助成を開始しています。 

 

 

 

  

 

３．屋上緑化の新しい流れ ―菜園（作物収穫）型の登場― 

 このように普及の進む屋上緑化ですが、最近のいくつかの事例では、義務としての緑化、

環境対策としての緑化からさらに一歩踏み込んで、より積極的に付加価値向上の手段とし

て活用する事例も登場してきました。共通するキーワードは『都心農業』です。 
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【事例①】松屋銀座店 

 松屋銀座店は、テレビ局が立ち上げた「銀座グリーンプロジェクト3」への賛同をきっか

けに、2007 年 5 月から屋上の一部に芝生、花壇、菜園を設けて、屋上緑化の試みを始めま

した。菜園は、ＮＰＯ法人「銀座ミツバチプロジェクト」4の「ミツバチによって受粉され

実がなり、人が食べるという営みを作ることで、銀座の環境と生態系を感じる」という理

念に共感して、取り組んでいます。屋上緑化の技術指導などを行うＮＰＯ法人「大江戸野

菜研究会5」が手入れを担当し、苗植えをした菜園には、カボチャ、パプリカ、キュウリ、

ナス、ししとう、ミニトマトなど約 10 種類の無農薬野菜が実を付けました。8 月には「銀

座ミツバチプロジェクト」の協力のもと作物を収穫し、その模様がテレビで放映されまし

た。この取り組みに関して、同店広報課の矢吹係長は、「緑が多いことは気持ちがよく、環

境保護にもつながる」「自分自身も取り組み後は、緑化、環境に対する意識が変わってきた

と感じ、取り組みをお客様や一般の方に実際に見てもらうことは、良いこと。」と屋上緑化

を評価しています。       

また、企業活動における効果に関して、同氏は、「番組放映後、結果として注目はされた

が、当初からマスコミの反響を目的に展開していたわけではない。」とするものの、「グリ

ーンプロジェクトの活動を開始してから、マスコミから取材を受けることが多くなり、そ

れに伴い一般のお客さんや企業からの問い合わせも増加。反響はあります。」「緑化後、屋

上でイベントとしてジャズフェスティバルを実施し、参加されたお客様にとても好評でし

た。今後も、このような取り組みはしていきたいですね。」と企業 PR やイベントの集客効

果の大きさに言及しています。さらに、同店販売促進課の沖本係長は、「売り上げなど営利

面は正直期待しておらず、ランニングコストもメンテナンスの手間もかかるため、費用対

効果を考えていたら継続していけない。」が、「もしメリットを考えるならば、社員の福利

厚生と集客効果、CSR の面に集約される」と、評価しています。 

今後の取り組みについて、矢吹係長は「現在はまだ実験段階にあり、今後の方向性はや

りながら考えていく。」と前置きしながらも、「当初は試験的に行ったものの、お客様に好

評で、成果も得られたことから、社内でもこの取り組みは意義があるとされ継続が決定し

ました。今後は花壇を充実させて、お客様に更に喜んでもらえるような庭園を手がけてい

きたい。」と屋上菜園を本格的に展開する意欲をみせています。 

                                                   
3テレビ朝日の地球環境ドキュメンタリー番組「素敵な宇宙船地球号」による、銀座で緑化を推進するプロジェクト 
4地元銀座の有志、事業者を主な構成員とする NPO 法人銀座ミツバチプロジェクトを活動主体とし、ミツバチの飼育を通じて、

銀座の環境と生態系を感じるとともに、採れたハチミツ等を用いて銀座の街と都会の視線の共生を感じることを目的とするプロ

ジェクト（銀座ミツバチプロジェクト HP より抜粋） 
5屋上緑化及び菜園の設置普及活動への積極的な参加を促進する為に必要な事業を行うことにより、都心の環境保全・再生寄与

することを目的とする特定非営利活動法人（大江戸野菜研究会 HP より抜粋） 
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【事例②】ルミネ北千住店

ルミネ北千住店は、NPO 法人大江戸野菜研究会からの依頼をきっかけに屋上を緑化し、

同会プロジェクトのサンプルとして、菜園を設けて野菜や稲の栽培に取り組んでいます。

「収穫祭」と称した野菜の収穫イベントも展開され、2007 年 10 月には稲刈りを実施しま

した。同店施設管理部高橋部長は、屋上緑化の目的・きっかけを、「利用されていない屋上

スペースの有効活用を考えていました。様々な案を検討し、環境対策や、従業員の福利厚

生の面から、屋上緑化を採択するに至りました。その際、緑化の特徴付け、集客効果を考

えて、屋上菜園も考えましたが、屋上菜園は専門の管理人がいないと難しい等、片手間で

展開することは難しいことがわかり、保留にしていたところ、大江戸野菜研究会からお話

しがあったので賛同しました。」としています。また、緑化導入における問題点・苦労に関

して、「導入して間もないため、実験段階の見解ですが、管理コストがかかるなど課題はあ

ります。菜園のレンタルなど積極的な展開もしたいけれど、費用対効果のバランスをどう

考えるかが難しい。」と言及しています。同部長は、この取り組みに関して、「野菜の栽培

活動内容をマスコミに取り上げられてから、学生や企業からの問い合わせが増加しまし

た。」「菜園はまだあまり取り組み事例がないため、反響を体感することができます。」と評

価しています。また、今後の展望も、「将来的にはコストと相談する形にはなるが、一般公

開を前提に、集客効果も視野に入れて、収益を期待した特徴のある取り組みも展開してい

きたい。」と意欲をみせています。現在、屋上は整備が整っていないことから、一般開放は

されていない状況です。しかし、国や自治体の補助制度を利用するため、補助金の申請や

公開にむけてフェンスを高くするなど、積極的な活動を進めています。 
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【事例③】 白鶴酒造（銀座）―販促プロジェクトに連動した酒米栽培― 

白鶴酒造株式会社は、「HAKUTSURU GINZA STYLE」という、日本酒のあるライフス

タイルを提案する販促プロジェクトを推進しています。その情報発信のひとつとして、2007

年 6 月から、東京支社（銀座）ビル屋上に並べた 100 個のプランターで、酒米「白鶴錦」

の栽培を開始しました。10 月には、稲刈りを実施し、その状況は朝日新聞に取り上げられ、

反響を得ています。同社営業本部鈴木部長は、この取り組みの経緯を、「“HAKUTSURU 

GINZA STYLE”を推進するに当たって、銀座発の商品をつくる案があり、その際自社のビ

ルでの栽培を思いついた。また、環境対策の面や緑のある都市を推進する考えも同時に持

っていたため、机上の空論ではなく実際やってみようということで、屋上栽培に取り組む

に至った。」と言及しています。また、同部小田次長は、「収穫は、社員の家族も呼んで実

施して、社員同士の交流も盛んになった。」「屋上栽培の取り組みをしてから、同じ思いを

持って取り組む銀座の他の企業と繋がりが増えたことは大きい。例えば、当社も参画して

いる「銀座ミツバチプロジェクト」の関連でも、銀座を活性化させる想いがある企業と繋

がり、団結力が生れつつあります。」と、取り組みの副産物についても評価しています。同

鈴木部長は、今後の展開に関して「多くの人に日本酒を飲んでもらいたいので、セミナー

など、宣伝効果を睨んだ取り組みをしていきたいと考えています。銀座で収穫した白鶴錦
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で酒造りをして、試飲会も計画しています。」とし、屋上栽培の継続、今後の取り組みに意

欲を見せていました。 

 

 

HP  

 

４．まとめ 

環境問題への関心の高まりに伴って、企業の環境問題への取り組み姿勢に対しても注目

が高まりつつあります。顧客や消費者が、CSR や環境活動に取り組む企業に良いイメージ

を持つことは、株価にも反映されやすく、企業活動にもプラスに働くとも言われています。

また、マイ箸を持参したり、有名ブランドのエコバッグに行列ができたりといったよう

に、環境に関係するさまざまな商品やサービスが消費者の注目を集めるとともに、「エコ

かっこいい！」（Green Edge ）という言葉に象徴されるように、エコは一種のファッショ

ンとなりつつあります。 

こうした状況の下、屋上緑化に対する企業の取り組みのスタンスにも変化が見られます。

第一段階は「消極的な屋上緑化」のレベルです。これは、自治体の条例によって屋上緑化

が義務付けられることに対応するだけというレベルです。この段階では屋上緑化に要する

経費は事業者にとっては単なるコストアップにしかなりませんから、極力これを抑えよう

ということでセダム類など低コストの緑化が主体となるものと思われます。 

これに対する第二段階として考えられるのが「公開を前提とした屋上緑化」のレベルで

す。どのみち緑化を義務付けられるのであれば、施設の利用者に屋上を公開することで、

来訪者に緑に接していただいて癒しやリフレッシュの場として利用してもらおうという考

え方です。また公開することで来訪者に対して環境問題への企業姿勢をアピールできると

いう効果もあります。この段階は、屋上緑化に要する経費をそうした間接的な効果で相殺

できればよしといった程度の認識かと思われます。 

さらに進んだ第三段階として考えられるのが、本稿で紹介した事例のような「話題づく

りとしての屋上緑化」です。より積極的に屋上緑化を捉え、集客や広告宣伝、話題づくり、

従業員の福利厚生などにも活用しようという発想です。ここでポイントとなるのが収穫型

の植物の栽培、すなわち「都心農業」です。いったん植えつけてしまうと後はあまり変化

のない芝類や樹木などと比べて、農作物の場合は植え付け→育成→収穫という変化があり、

育成し収穫するという目的性と楽しみがあります。また、それぞれのタイミングでイベン
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トを絡めて集客に利用することもできますし、白鶴やミツバチプロジェクトの事例のよう

に、収穫した作物を商品に加工するなど、さまざまな展開が可能となるという利点があり

ます。この段階まで来ると屋上緑化に要する費用はコストではなく投資と認識することが

可能になります。 

一般に企業の経済活動と環境への配慮はトレードオフの関係にある場合が多いのですが、

工夫次第では両者を両立させることは可能です。単なる義務としてではなく、集客や話題

づくりの手段として屋上緑化を積極的に活用し、コストを投資への転化を実現したこれら

の事例はその好例といえるのではないでしょうか。 

 

以上 


